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学校を地域で支援しています ～学校支援地域本部の活動～

【問合せ】学校教育課 学校指導係　☎７７３・６７００

　学校支援地域本部は、学校で行う総合学習や行事について、講師や活動場所などを地域のひと（人材）・
もの（資源）で支援する組織です。市内の全小中学校に配置された「地域コーディネーター」が、地域
との連絡・調整を担います。今後は、名称を「地域学校協働活動本部」に改め、学校と地域が相互にパー
トナーとしての連携・協働をより強固にしながら、現在行われている各活動の総合化やネットワーク化
を推進し、新たな活動体制の構築をめざしていきます。

学校支援地域本部 地域コーディネーター名簿

地域
本部

配置先 コーディネーター

統括コーディネーター 松﨑 一昭

し
お
ざ
わ
本
部

上田小学校

曽根 久仁子
関 政春

岡﨑 理香
山本 美穂
阿部 美幸

栃窪小学校 笛木 健作

塩沢小学校
勅使河原 美枝子

秋山 かおり
中之島小学校 荒川 孝市
石打小学校 太田 忠夫
上関小学校 清水 明
塩沢中学校 林 正栄

む
い
か
ま
ち
本
部

城内小・八海中学校 若井 利信
おおまき小・八海中学校 内山 浩明
五十沢小・八海中学校 今井 美与子

六日町小・六日町中学校 樋口 和人
北辰小・六日町中学校 井口 幸治

や
ま
と
本
部

三用小学校 和田 良一
赤石小学校 井口 一

浦佐小・大和中学校 上村 勝

大崎小学校
中島 澄江
滝沢 寿子

後山小学校 佐藤 光夫
薮神小学校 山田 勝

学校支援地域本部の活動内容

学習支援

・�生活・家庭など（調理、ミシン、企業見学）
の授業の教員補助

・�読み聞かせボランティア
・�地域伝統文化（米や野菜づくり、縄ない、地

域の歴史）の講師派遣
行事支援

・�運動会、文化祭などの準備・運営
環境整備支援

・�花壇の整備、敷地内の掃除
交通安全指導

・�交通安全教室の開催
その他

・�登下校の見守りボランティアの手配
・�クラブ・課外活動コーチの手配

地域伝統文化（稲刈り）で
活動する様子（大崎小学校）

クラブ活動（手話クラブ）で
活動する様子（北辰小学校）

地域ふれあい教室（歌舞伎）で
活動する様子（石打小学校）

学校

地域の魅力発
見や充実した
教育、教員の
負担軽減が図
られる

地域

交流機会が増
加し、地域の
魅力の気付き
や活性化が図
られる

学校支援地域本部

地域コーディネーターが、学
校と地域の橋渡し役を担う

講師派遣、も
のや場所提供
など

地域との交流
など

協力依頼 連絡調整
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　口座振替を申し込むと、納期限日に指定口座から引き落としで納税できます。また、口座振替では軽
自動車税の納税証明書の有効期限を、現金納付よりも延長しています。平日に金融機関で手続きができ
ない人などは、この機会に郵送でお申し込みください。（口座振替利用中の人は、申込み不要）
　申し込みは４ページの依頼書に記入・捺印し、６ページの封筒で郵送してください。

注意事項など

・�電話番号は、月～金曜日の９：00～17：00 に連絡が取れる番号をご記入ください
・�依頼書の振替方法欄に記入がない場合は、「期別」を選択したものとします
・振替日は、各納期限日（月末）です
※月末が土・日曜日・休日の場合は、翌営業日か市が指定する日

郵送で口座振替の手続き

【問合せ】税務課 収税班　☎７７３・６６６９

１期開始は３月18日㈮必着分まで市税

口座振替申込みに関する確約事項

１. �裏面納税義務者が南魚沼市へ払うべき市
税の納付額を記録した磁気媒体か、納付
書の送付があったときは、貴金融機関で
振替日に裏面の指定預貯金口座から納付
書などに記載の金額を振替納付してくだ
さい。

２. �前項の手続きは、当座勘定規定、または
普通預貯金規定に基づき、当方が行うべ
き当座小切手と普通預貯金払戻請求書は
提出しませんので、貴金融機関所定の方
法で処理ください。

３. �振替日に、指定預貯金残高が納付金額に
満たないときは、当該納付書などを南魚
沼市へ返却されても異議はありません。

４. �領収書は、預貯金通帳の記帳により省略
して差し支えありません。

５. �当方の都合でこの取り扱いを解約する場
合は、南魚沼市に解約届を提出します。

６. �残高不足で振替不能が続く場合や貴金融
機関の定めた期間か、南魚沼市で過去５
年以上課税がない場合など、貴金融機関、
または南魚沼市が必要と認めたときは、
この取り扱いを終了されても異議はあり
ません。

７. �裏面納税義務者に係る市税の過誤納によ
る還付が生じた場合は、この口座に振り
込んでください。ただし、納税準備預金
口座には振り込みができませんので、納
税義務者が別に指定する口座で還付金を
受け取ります。

８. �一括全納の口座振替が不能となった場合
は、２期から期別振替とすることに異議
ありません。

９. �この取り扱いについて、いかなる紛議が
生じても貴金融機関に迷惑をおかけしま
せん。

対象の金融機関

・第四北越銀行	　　・大光銀行　　　　　・長岡信用金庫　　　　　　　・新潟県信用組合
・塩沢信用組合	　　・新潟県労働金庫　　・みなみ魚沼農業協同組合　　・ゆうちょ銀行（郵便局）

3　市報 みなみ魚沼　令和4年3月1日発行



この依頼書（申込書）は郵送専用です。金融機関（郵便局）窓口では受付できません。

フリガナ
令和 ４ 年　３ 月　　 日

預貯金口座
名　義　人
（ 名 称 ）

１期開始は、３月18日㈮　税務課必着分まで

※ゆうちょ銀行を指定する場合は、自動払込み規定が適用されます

（国民健康保険税は、世帯主が納税義務者となります）

令和４年度１期から
令和４年度１期から

令和４年度１期から

税目（該当項目に○を記入）

※共有分の納税義務者は、納税通知書の宛名のとおりにご記入ください

令和４年度１期から

令和４年度から

本　　店
本　　所
支　　店
支　　所

（右づめで記入）

通帳番号（右づめで記入）

令和　　年　　月　　日
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預貯金口座
名義人

（名称）

税目（該当項目に○を記入）

この依頼書（申込書）は郵送専用です。金融機関（郵便局）窓口では受付できません。

令和 ４ 年　３ 月　　日

（右づめで記入）

通帳番号（右づめで記入）

本　 店
本　 所
支　 店
支　 所

１期開始は、３月18日㈮　税務課必着分まで

※ゆうちょ銀行を指定する場合は、自動払込み規定が適用されます。

（国民健康保険税は、世帯主が納税義務者となります）

令和４年度１期から
令和４年度１期から

令和４年度１期から

※共有分の納税義務者は、納税通知書の宛名のとおりにご記入ください。

令和４年度１期から

令和４年度から

南魚沼　太郎

南魚沼　太郎

ミナミウオヌマ　タロウ

ミナミウオヌマ　タロウ

南魚沼 太郎・花子

ミナミウオヌマ

9 4 9

0 9 0

0

新潟県南魚沼市○○○××番地×

○○

××××

9 4 9

新潟県南魚沼市○○○××番地×

××××

9 4 9

新潟県南魚沼市○○○××番地×

××××

×××× ××××

○○

○○

0 1

1

1

2

2

3

3

4 5

0 0 1 2 3 4 5 0

○○ ○○

2 3 4 5 6 7

2 2 2 3 4 5 6

0 4 5 6 7 8 9

タロウ・ハナコ

書
３月

ミナミ

記入例

納税通知書の通知書番号のうち、下記の部分をご記入ください
市県民税　　　　　　　　　　　　　　　　　固定資産税

国民健康保険税

日中に連絡が取れる電話
番号をご記入ください

せん。

0 0 0 0 0 2 2 2 3 4 5 6 0 0 0 0

「0 」5つは
記入不要　

中7 桁の数字
を記入

通知書番号の下7桁の数字

「0」4つは
記入不要

通知書番号の下7桁の数字

通知書番号の中7桁の数字

南魚沼　太郎

△△△

○○

訂正がある場合 《訂正例》

令和　　年　 月　 日

フリガナ

通帳届出印を、はっきりと

押してください

不鮮明 重ね押し

不鮮明、重ね押しの場合は、

再度余白に押印してください

預金通帳の口座

名義人名のフリ

ガナを正確にご

記入ください

希望する税目に

○をつけてくだ

さい

市・県民税（給

与からの特別徴

収）、法人市民税

の口座振替はで

きません

納税義務者の住

所・氏名をご記

入ください

※国民健康保険

　税は、世帯単

　位での加入の

　ため、納税義

　務者は世帯主

　です

共有名義の固定資産税

の口座振替希望の場合

は、納税通知書に記載

された納税義務者の氏

名・住所をご記入くだ

さい。

例

｢南魚沼　太郎・花子」

｢南魚沼　太郎外２名」

投函日をご記

入ください

希望する振替方

法に○印をつけ

てください

振替開始は、

「令和４年度

１期」からで

す
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国民健康保険の手続きを忘れずに
【問合せ】市民課 国保年金係　☎７７３・６６６１

　春は就職や転職・退職、進学や卒業などにより、健康保険の資格が変わる場合が多くあります。国民
健康保険（以下、国保という）の資格が変更となる場合は、変更のあった日から 14 日以内に、本人（同
一世帯の人でも可）による手続きが必要です。勤務先の健康保険担当者が手続きを代行することはあり
ませんので、忘れずに市役所で手続きをしましょう。
窓口　市民課、大和・塩沢市民センター

手続きが必要なとき 手続きに必要なもの

国保に

加入する

他市町村から転入した 転出証明書
共通

・�本人確認がで
きるもの（免
許証など）

・�マイナンバー
（通知カード、
マイナンバー
カードなど）

勤務先の健康保険をやめた
（被扶養者でなくなった）

社会保険資格喪失連絡票
（勤務先が発行）

国保を

やめる

他市町村に転出する 国保の保険証

勤務先の健康保険に入った
（被扶養者になった）

国保の保険証、勤務先の保険証（または
社会保険資格取得連絡票）

修学のため他市町村に転出する

（転出届と同時の手続き）
国保の保険証、在学証明書の原本（また
は有効期限のある学生証の写し）

※�国保加入中に、名前や住所などの記載事項に変更がある場合も手続きが必要です。保険証をお持ちく
ださい

退職後、国保の加入手続きをする前にご確認ください（健康保険を選択できる場合があります）
選択先 保険料、国保税など

退職前の健康保険を任意

継続する（最長２年）

保険料は、基本的に在職時の２倍（上限あり。被扶養者の保険料はかかり
ません）
手続きと保険料は、退職前の健康保険の保険者にお問い合わせください。

家族の健康保険の被扶養

者になる

保険料はかかりません。
被扶養者になる条件などは、健康保険の保険者ごとに異なります。詳しく
は、家族の勤務先の健康保険担当者にお問い合わせください。

市の国保に加入する

前年の所得により国保税を計算。（国保に加入する家族全員分で、国保税
を算出）
国保税の計算などは、税務課 市民税係（☎773・6668）にお問い合わせく
ださい。

国保の加入手続きが遅れると 国保の脱退手続きが遅れると

加入日は勤務先の健康保険の資格喪失日です

・�加入日にさかのぼって国保税が課税され
ます。（１回の納付額が高額になる場合が
あります）

・�国保の保険証が発行されるまで、医療機
関の窓口負担は全額自己負担となりま
す。（領収書を持参し、市役所で手続きを
することで、保険者負担分を給付します）

資格喪失日は勤務先の健康保険への加入日です

・�国保税と勤務先の健康保険料を二重に支払うこと
があります。（納め過ぎた分は、手続き後還付します）

・�資格喪失後に誤って国保の保険証で医療機関を受
診した場合は、国保が負担した医療費を返してい
ただくことになります。（勤務先の健康保険で手
続きをすると、保険者負担分を給付）

※�勤務先の保険に加入が決まったら、国保の保険証
を使わずに、保険の切替え手続き中であることを
医療機関に申し出の上、受診してください
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下水道に接続しましょう
　【問合せ】下水道課　☎７７４・２７４０

　私たちが排出する生活排水は、そのまま側溝などに流してしまうと、下流
で悪臭や害虫、伝染病などが発生する原因となり、川が汚れてしまいます。
　生活環境を良くするためには、みなさんから下水道に接続していただくこ
とが重要です。下水道が整備されたら、くみ取りトイレは３年以内に、水洗
トイレはすみやかに下水道に接続しなければならないことが下水道法で定め
られています。（下水道法第 10 条、第 11 条の３）
※�市では、下水道接続工事に対して 100 万円を限度に、実質無利子で資金融

資を受けられる制度を設けています。詳しくは、９ページまたは市ウェブ
サイト（「改造資金融資」で検索）をご覧いただくか、お問い合わせください

市設置型浄化槽の申込みはお早めに

　市内には、合併浄化槽による生活排水の処理が指定されている区域があります。この区域にお住まい
で合併浄化槽の設置を希望する場合には、工事費の一部を受益者分担金として負担していただき、市が
合併浄化槽の設置を行います。設置を希望する場合は、早めにお申し込みください。
※対象地域など詳しくは、お問い合わせください

市の汚水処理普及率と水洗化の状況

57,919人 57,252人 56,723人 55,884人 54,998人

57,148人 56,515人 56,085人 55,362人 54,487人

51,084人 50,896人 50,882人 50,612人 50,037人

57,919人 57,252人 56,723人 55,884人 54,998人

57,148人 56,515人 56,085人 55,362人 54,487人

51,084人 50,896人 50,882人 50,612人 50,037人

98.7% 98.7% 98.9% 99.1% 99.1%

89.4%89.4%
90.1%90.1%

90.7%90.7%
91.4%91.4% 91.8%91.8%

80

90

100

45,000

50,000

55,000

60,000

平成28年度末 平成29年度末 平成30年度末 令和１年度末 令和２年度末

南魚沼市の人口 整備区域内人口 水洗化人口

普及率 水洗化率

（人） （％） 
▲

市の水洗化推移

 
▲

市の汚水処理状況（令和２年度末）

　令和２年度末の南魚沼市の下水道
と合併浄化槽を合わせた普及率は
99.1％と県内では９番目に高いです
が、水洗化率は 91.8％にとどまって
います。このうち、下水道整備区域
のみの普及率は 99.8％で、水洗化率
は 90.7％です。
普及率

　市の人口に対し、下水道整備区域
と浄化槽整備区域でそれぞれ下水
道、合併浄化槽が整備された人口の
割合
水洗化率

　下水道、合併浄化槽が整備された
人口に対し、実際に下水道、合併浄
化槽を利用している人口の割合

　合併浄化槽、単独浄化槽、くみ取りには浄化槽
整備区域の人口と、下水道整備区域の未接続の人
口が含まれます。
合併浄化槽　

　生活排水すべてを処理する浄化槽
単独浄化槽

　トイレの排水のみを処理する浄化槽 
下水道

47,764人(86.8%)

合併浄化槽
3,018人(5.5%)

単独浄化槽
2,589人(4.7％)

くみ取り 
1,627人(3.0％)

合計
54,998人
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　下水道を正しく使わないと、排水管が詰まり汚水が逆流してあふれるなどのトラブルが頻発します。
次の事項にご注意いただき、適切な維持管理をお願いします。

グリーストラップの清掃を定期的に行いましょう

　飲食店や宿泊施設などには、油分を分離させるグリースト
ラップが設置されています。グリーストラップの清掃が不十
分だと、油分が下水道管を詰まらせてしまいます。付近の住
宅に汚水が逆流してしまうこともあり、その場合は原因者に
本管清掃代などをご負担いただくことがあります。

排水管やマスの破損に気を付けましょう

　壊れたままにしておくと、雨水や異物の流入、詰まりや事
故などの原因になります。特に冬期間は、大量の雪解け水や
消雪パイプの水が排水管に流入する可能性があります。マス
などの破損を見つけたら、お近くの指定工事店か下水道課に
ご相談ください。

食用油を流さない

　天ぷら油などの食用油は排水管の中で冷えて固まり、詰ま
りの原因となります。紙や布に吸わせるか、凝固剤を使って
燃えるごみとして出してください。
天ぷら油の拠点回収を行っています

・各庁舎　毎月第４木曜日
・不燃ごみ処理施設　日曜日の午後と
　１月１日～３日を除く日

管が詰まって汚水があふれそうな
マンホール

ひび割れて交換が必要な公共マス

ポンプに詰まったタオルを取り除
く作業

排水設備等改造資金融資

　自己資金だけでは下水道への接続や排水設
備の改造工事費をまかなうことが困難な場合
に、金融機関から実質無利子で資金融資を受
けることができます。
貸付限度額　100万円
貸 付 利 率　実質無利子（市が全額補給）
償 還 期 間　48月以内
※貸付条件、金融機関の審査があります。
　詳しくは、下水道課まで

ディスポーザーを利用できます

　ディスポーザーは、生ごみを粉砕し流水で
下水道へ流すことができる機械で、流し台の
下に設置します。下水道または市が管理する
浄化槽に接続している家庭で利用できます。
　ディスポーザーの設置は、指定工事店でな
ければ行うことはできません。設置する場合
は、必ず指定工事店を通じて市に届け出てく
ださい。
※設置できる建物には条件があります。
　詳しくは、下水道課まで

店舗などでは…

家の外では…

家の中では…

下水道を正しく使いましょう
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ストップ！猫の多頭飼育崩壊
～猫を飼ったらすぐに不妊去勢手術をしましょう～

【問合せ】南魚沼保健所 生活衛生課　☎７７２・８１４３
南魚沼市役所 環境交通課　☎７７３・６６６６

　猫を飼っていたら、または野良猫にエサをあげていたら何十匹にも増えてしまい、とても手に負えな
くて困っているという相談が増えています。一般的に、ペットが無秩序に増えて飼い主が適正に飼育で
きる数を超えた結果、経済的困窮などにより飼育ができなくなる状態を「多頭飼育崩壊」といいます。
これは、決して特別なことではなく、身近な問題となっています。
多頭飼育崩壊を防ぐために・・・

　多頭飼育の多くの事例では十分な世話がされず、
不衛生な環境により病気や奇形となる場合も多く、
飼い主や周辺住民の生活に支障が出ることもあり
ます。
　野良猫にえさをあげる場合も同じです。不妊去
勢手術をせずにえさだけを与えると、その結果、
無秩序に野良猫が増えることにつながります。
　猫は生後６か月で妊娠できるようになり、１回
で４～８匹を出産します。新潟県の気候でも年に
２回出産することができ、妊娠している猫を飼い
始めた場合、１年で 20 匹以上になったという相談
事例もあります。

　ご家族や友人などが猫を飼い始めたり、野良猫
にえさを与えている人がいる場合、不妊去勢手術
をするよう勧めましょう。

不妊去勢手術を行うメリット

・子猫が生まれて増えることがない
・スプレー（マーキング）行動をしなくなる
・発情期特有の大きな鳴き声がない
・発情期などのストレスが減り、穏やかになる
・外に出たがらなくなる　など

　県では、飼い主のいない猫の不妊去勢手術に対
し、助成金を支給しています。
助�成金額　メス10,000円、オス5,000円（例年４

月受付開始。予算額に達した時点で終了）
※�詳しくは、南魚沼保健所 生活衛生課 （☎ 772・

8143）にお問い合わせください

　犬や猫での困りごとについて、新潟県動物愛護
センターや地域ボランティア団体に相談をするこ
とができます。数が増えすぎる前に、早めに相談
しましょう。
・新潟県動物愛護センター　☎ 0258・21・5501

・魚沼アニマルサポート　　☎ 080・7797・2909

ペットが脱走してしまったらすぐに、保健所、警察署、市役所に届け出をしましょう

　猫の捕獲には、早期に捕獲器を設置することが有効です。捕獲器は、魚沼アニマルサポートで貸
し出しが可能です。詳しくは、魚沼アニマルサポート（☎080・7797・2909）にお問い合わせください。

南魚沼保健所 生活衛生課  ☎772・8143 南魚沼警察署  ☎770・0110 環境交通課  ☎773・6666

猫を保護したり飼育したりする際は、不妊去勢手術を最優先で行いましょう

飼い主のいない猫の不妊去勢手術への助成金 困りごとは早期に相談しましょう
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①ペットボトル

水洗い・水切りをします。
キャップ・ラベルは外して「③
その他」としてください。

②白トレイ（大和地域のみ）

六日町・塩沢地域は
「③その他」としてください。

③その他のプラスチック

　容器包装類

　豆腐などの容器、
　食品などの外装袋
　など

プラマークが目印です

〇汚れのついたもの

　油や汚れのついた菓子袋、
　汚れたままの
　　　　カップ容器

〇プラスチック製品

　�プラスチック製のストロー・
　スプーン・フォーク・おもちゃ

ごみにしない！
　　３R 推進コーナー

よりよいリサイクルのために、
容器包装ごみの分別に

ご協力ください！
【問合せ】廃棄物対策課　☎７８２・０３３９

容器包装ごみの分別とリサイクルの状況 ポイント

ポイント

ポイント

ペットボトル・繊維などの原材料へ

パレットなどのプラスチック製品や
コークス・化学原料などの原材料へ

※�コークスとは、主に鉄を
　作るときに使う燃料です

　容器包装ごみは次のように分別
し、それぞれごみ袋に入れてください。

南魚沼市不燃ごみ処理施設での
容器包装ごみの資源化量

容器包装ごみの種類 令和元年度 令和２年度

ペットボトル 121ｔ 113ｔ
その他のプラスチッ
ク容器包装類 61ｔ 57ｔ

計 182ｔ 170ｔ
※大和地域は除き、湯沢町を含みます

　分別の難しい容器包装ごみは、「燃えるご
み（燃やせるごみ）」として出しても、違反
ごみにはなりません。無理のない範囲で、分別
にご協力ください。

無理のない分別を
　汚れや臭いのある
ものはリサイクルでき
ません。燃えるごみ

（燃やせるごみ）とし
て出してください。

　分別時には汚れ
を落としましょう。

家庭用
もえるごみ袋

家庭用
容器包装ごみ袋

家庭用
容器包装ごみ袋

家庭用
容器包装ごみ袋
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マイナポイント第２弾を実施しています
【問合せ】市民課 市民班　☎７７３・６６６１

　令和４年１月１日から「マイナポイント第２弾」が開始されました。
　９月末までにマイナンバーカードを申請した人で、下記に該当する場合、最大 20,000円分のポイント
が付与されます。申込開始時期や申込期限などは次のとおりです。

対象者 申込開始 内容 申込期限

マイナンバー

カード

新規取得者

共通

　９月末まで
に新規でマイ
ナンバーカー
ドを申請した
人

　マイナポイント第１弾
に申し込んでいない人
※�マイナポイント第 1 弾

に申し込んだ人で、ま
だポイント付与を受け
ていない分がある人も
対象

１月１日～
受付中

　選択したキャッシュレ
ス決済サービスで買い物
またはチャージをする
と、１人あたり25％分（上
限5,000円分）のポイント
がもらえます。

令和５年
２月末

健康保険証

利用者

　マイナンバーカードの
健康保険証としての利用
申し込みを行った人
※�すでに健康保険証とし

ての利用申し込みを行
　った人も対象

６月ごろ
（予定）

　マイナポータルサイト
で健康保険証利用の申し
込みを行うと、６月ごろ
に7,500円分のポイント
がもらえます。

公金受取口座

の登録者

　マイナンバーカードに
公金受取口座の登録を行
った人

　マイナンバーカードの
公金受取口座の登録申し
込みを行うと、６月ごろ
に 7,500 円分のポイント
がもらえます。
※�口座登録の開始時期は

令和４年春ごろの予定

マイナポイントってなあに？

　マイナンバーカードを受け取った後、マイナポイントを申し込ん
だ人が、ＱＲコード決済（○○ Pay）や電子マネー、クレジットカー
ドなどのキャッシュレス決済サービスでチャージや買い物をする
と、そのサービスで、利用金額の25％分のポイントがもらえるの
が「マイナポイント」の仕組みです。
　第２弾では、健康保険証の利用者や公金受取口座の登録者にもマ
イナポイントが付与されます。ポイント付与の申込方法など詳しく
は、マイナポイント事業のウェブサイトに最新情報を掲載しますの
で、ご確認ください。

マイナポイントについ

ての最新情報はこちら

から☞
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　５歳～ 11 歳の新型コロナワクチン接種が始まります（令和４年２月 15 日時点）

　令和４年３月から、５歳～ 11 歳の新型コロナワクチンの接種が始まります。市では、市内医療機関と
集団接種会場で接種を受けることができます。
接種券などの発送時期（予定）

　ワクチンの供給量に応じ、おおむね生年月日順に段階的に発送します。（ワクチンの供給量によっては
予定より前倒しで発送する場合もあります）

対象者 発送時期 対象者 発送時期

・基礎疾患のある子
・平成22年、平成23年生まれ 発送済み ・平成27年、平成28年生まれ

・平成29年１月～３月生まれ ３月下旬

平成24年～平成26年生まれ ３月上旬 新たに５歳になる子 ５歳になる月
の翌月初め

接�種予約

　接種券が届いてから予約してください。予約は、１回目と２回目のセットになります。（１回目接種の
３週間後の同じ曜日が、２回目の接種日）集団接種の予約は午前の接種枠から順に受け付け、希望者が
多い場合は午後の受け付けを行います。詳しくは、接種券に同封する案内をご覧ください。
使用するワクチン　小児用ファイザー社ワクチン
※ �12歳の誕生日の前日以降に、１回目の接種を受ける場合は、12 歳以上用のファイザー社ワクチンを用

います
接種場所　市内医療機関か、集団接種会場のどちらかで接種を受けることができます。
 市内医療機関　（市内医療機関は変更となる場合があります）

医療機関 接種日程 予約先

魚沼基幹病院〔浦佐4132〕 ４月以降に開始 （注１）

うらさ耳鼻科クリニック〔浦佐1534-3〕 木曜日  18：00～18：45
土曜日  13：30～14：15

新型コロナワクチンコール
センター（☎775・7303）
または、オンライン予約
サイトから。
QR コードなど、詳しくは
接種券に同封の案内をご
覧ください。

六日町こどもクリニック〔余川3362-1〕 火、金曜日
14：40～15：00

中之島診療所〔仙石1-25〕 原則、火曜日　15：30～15：45
※１回目の接種は３月中のみ

（注 1）魚沼基幹病院に通院中で医療的なケアが必要な子など、重症化リスクの高い順に接種を開始します。
　　今後の予約方法は、魚沼基幹病院・市ウェブサイト、市報でお知らせします
 集団接種会場　３月６日㈰から開始（月３回程度、日曜日に実施）

接種会場 接種回数/日 接種日程 予約先・受付時間

ゆきぐに大和病院
健友館２階多目的ホール

〔浦佐4115〕
100～240回

日曜日
9：00～12：30（３月中）

※�ワクチンの供給状況により
　最長 16：00 まで実施

新型コロナワクチンコール
センター（☎775・7303）
または、オンライン予約
サイトから。
QR コードなど、詳しくは
接種券に同封の案内をご
覧ください。

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種情報

【問合せ】新型コロナワクチン接種対策室　☎７７５・７１１４
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　３月末をもって閉校する、上関小学校と石打小学校の閉校記念式典をそれぞれ令和３年11月６日㈯、
11月20日㈯に行いました。２校は統合し、４月から「石打小学校」として新たにスタートします。

　明治25年４月に上関尋常小学校として開校しました。現在は72人が学んでおり、129年目となる今年
度末までに約5,000人の卒業生が巣立ちます。大型スクリーンに映し出された「これまでの歩み」と全校
児童によるお別れのメッセージには、上関小学校の歴史と感謝の思いが込められていました。

　大正15年８月の石打村大沼尋常高等小学校・石打村大君田尋常小学校の廃校に伴い、石打尋常高等小
学校が創設されました。現在は70人が学んでおり、96年目となる今年度末までに 2,841人の卒業生が巣
立ちます。全校児童によるお別れの言葉と合唱「ふるさと」は、参列者の胸に熱く響き渡りました。

さくらアート＆巨大書・巨大寄せ書き閉校記念品の贈呈全校児童による呼びかけと児童会歌斉唱

教育の伝統に思いを馳せた式典 全校児童による別れの言葉と合唱 未来への希望を胸にした記念事業

　現在の上関小学校の校舎を改修し、４月１日㈮に「石打小学校」として開校します。屋上の防水、
校舎内の床、トイレ、体育館の屋根などの改修工事を行い、より快適な教育環境となりました。ま
た新たな校章は、雪の結晶や桜の花のデザインを組み合わせ、両校の融合を表現しました。

屋上防水・体育館の屋根改修改修された男子トイレ 石打小学校新校章４年生普通教室

さようなら我が母校
～上関小学校、石打小学校　閉校記念式典～

【問合せ】学校教育課　☎７７３・６７００

上関小学校

石打小学校

４月１日に新たにスタートする石打小学校
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３月は 「自殺対策強化月間」 です
【問合せ】保健課　☎７７３・６８１１　ＦＡＸ７７３・６８３９

　３月は、進学や就職などさまざまな生活の変化、決算期
や年度末に伴う精神的なストレスなどにより、心や体に変
化が生じやすい時期です。また、長引く新型コロナウイル
ス感染症の影響で、ストレスが蓄積されている可能性もあ
ります。心身の不調に早めに気づくことが重要です。
　「睡眠」は、心の健康と密接にかかわっています。眠れ
ない人などは、睡眠の質を高める方法を知り、心と体を休
ませましょう。また、眠れない状態が続くなどの不調があ
りましたらご相談ください。

社会全体で取り組む自殺対策

　以前まで自殺は、個人の問題であり介入が難しいものと
考えられがちでしたが、現在では深刻な社会問題であると
考えられ、社会全体での対策が推進されています。
　自殺に追い込まれる要因は、心身の病気、経済的な負担、
失業、過重な労働環境、いじめ、家庭内暴力、子育てや介
護など、多岐にわたります。これらは、誰にでも起こりう
る身近なことです。個人の努力だけでは解決できない問題
も多くあります。
　心配事や悩みごとは小さいうちに、一人で抱え込まずに、
身近な相談窓口に相談してみましょう。

　３月は、FM ゆきぐにで「心の時間（自殺対策強化
月間についてなど）」を放送します
放送日時　毎週金曜日  17：50ごろ～

電話相談

相談窓口 電話番号 開設時間

南魚沼市役所 保健課（健康相談） 773・6811

月～金曜日（祝日除く）8：30～17：15

南魚沼市役所 福祉課（生活相談） 773・6667
南魚沼市地域包括支援センター

（主に 65 歳以上）
773・6675

南魚沼市子ども・若者相談支援センター
（39 歳以下）

788・1950

南魚沼地域振興局 健康福祉環境部 772・8137
中越地域いのちとこころの支援センター 0258・88・0070
新潟いのちの電話（長岡） 0258・39・4343 毎日 24 時間対応
＃いのちＳＯＳ（ＮＰＯ法人自殺対策支
援センターライフリンク）

0120・061・338 月・木曜日　00：00～26：00（26 時間）
火・水・金・土・日曜日　8：00～24：00

チャイルドライン（ＮＰＯ法人チャイル
ドライン支援センター）
※ 18 歳までの子どもがかける電話です

0120・99・7777
毎日 16：00～21：00

ＳＮＳ相談窓口

ＮＰＯ法人自殺対策支援
センターライフリンク

 LINE@yorisoi-chat
月・火・木・金・日曜日
　17：00～22：30（22 時まで受付）
水曜日　11：00～16：30（16 時まで受付）

睡眠 12 箇条（厚生労働省「健康づくり
のための睡眠指針 2014」より）
１ �良い睡眠で、からだもこころも健康に。
２ �適度な運動、しっかり朝食、ねむりと

めざめのメリハリを。
３ �良い睡眠は、生活習慣病予防につなが

ります。
４ �睡眠による休養感は、こころの健康に

重要です。
５ �年齢や季節に応じて、ひるまの眠気で

困らない程度の睡眠を。
６ �良い睡眠のためには、環境づくりも重

要です。
７ �若年世代は夜更かし避けて、体内時計

のリズムを保つ。
８ �勤労世代の疲労回復・能率アップに、

毎日十分な睡眠を。
９ �熟年世代は朝晩メリハリ、ひるまに適

度な運動で良い睡眠。
10 �眠くなってから寝床に入り、起きる時

刻は遅らせない。
11 �いつもと違う睡眠には、要注意。
12 �眠れない、その苦しみをかかえずに、

専門家に相談を。
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催
し
・
講
座
・
募
集

く
ら
し
・
相
談

健
康
・
福
祉

子
育
て

ス
ポ
ー
ツ

図
書
館

文
化
施
設

掲
示
板

催
し
・
講
座
・
募
集

く
ら
し
・
相
談

健
康
・
福
祉

子
育
て

ス
ポ
ー
ツ

図
書
館

文
化
施
設

掲
示
板

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡

大
防
止
の
た
め
、
本
誌
に
掲
載
し
て

い
る
各
種
イ
ベ
ン
ト
な
ど
は
中
止
や

延
期
・
内
容
が
変
更
と
な
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
最
新
情
報
は
、
各
問
合

せ
先
へ
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

お知らせ
問問合せ  申申込み  日日時　  期期間

時時間　  会会場　  対対象　  資資格

定定員　  費費用　  〆締切　  内内容　

講講師　  相相談員  持持ち物  他その他

Ｆファックス　　　 メール

・�

戸
籍
届
出
（
婚
姻
・
死
亡
届
な
ど
）
は
、

宿
日
直
で
の
取
り
扱
い
に
な
り
ま
す
。

・�

関
係
機
関
な
ど
と
の
連
絡
が
必
要
な
手

続
き
は
、
正
式
な
処
理
が
翌
日
以
降
に

な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

・�

来
庁
者
が
集
中
し
た
場
合
は
、
待
ち
時

間
が
長
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

職
種
・
募
集
人
員

・�

職
員　

１
人

・�

森
林
技
術
員　

若
干
名

申
込
書
類　

履
歴
書

選
考
方
法　

面
接

受
付
期
間　

３
月
１
日
㈫
～
31
日
㈭

採
用
予
定
日　

４
月
中
旬

※�

詳
し
く
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
南
魚
沼
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

　
「
今
よ
り
も
う
少
し
楽
な
気
持
ち
で
人

と
話
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
」
を
、
め
ざ

し
て
み
ま
せ
ん
か
？

　

ま
ず
は
、
少
人
数
で
簡
単
な
ゲ
ー
ム
な

ど
を
楽
し
む
こ
と
か
ら
始
め
ま
し
ょ
う
。

日
３
月
17
日
㈭

　

午
後
２
時
～
３
時
30
分

会
子
ど
も
・
若
者
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

対�

市
内
在
住
の
義
務
教
育
終
了
～
39
歳
の

若
者

申
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

〆
３
月
11
日
㈮

　

あ
な
た
が
抱
え
て
い
る
悩
み
を
話
し
て

み
ま
せ
ん
か
？

対�

市
内
在
住
の
ニ
ー
ト
・
ひ
き
こ
も
り
・

高
等
学
校
不
登
校
な
ど
に
悩
む
義
務
教

育
終
了
～
39
歳
の
若
者
ま
た
は
家
族

日
３
月
16
日
㈬

　

午
前
10
時
～
11
時

会
子
ど
も
・
若
者
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

申
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

〆
３
月
11
日
㈮

他�

相
談
員
に
よ
る
電
話
・
来
所
相
談
に
、

随
時
応
じ
ま
す
。

日
３
月
26
日
㈯　

　

午
後
１
時
～
４
時

会
子
ど
も
・
若
者
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

対�

市
内
在
住
の
義
務
教
育
終
了
～
39
歳
の

若
者
の
家
族

申�

前
日
ま
で
に
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

　

３
月
下
旬
か
ら
４
月
上
旬
は
、
転
入
・

転
出
や
健
康
保
険
の
切
り
替
え
な
ど
の
手

続
き
で
、市
民
課
の
窓
口
が
混
雑
し
ま
す
。

混
雑
を
緩
和
す
る
た
め
に
、
次
の
日
曜
日

に
市
民
課
窓
口
を
開
き
ま
す
。

日
３
月
27
日
㈰
、
４
月
３
日
㈰

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

会
本
庁
舎 

市
民
課

※�

大
和
・
塩
沢
市
民
セ
ン
タ
ー
は
開
設
し

ま
せ
ん

受
け
付
け
る
手
続
き

・�

転
入
、
転
出
、
転
居
、
国
民
健
康
保
険

の
資
格
喪
失
・
資
格
取
得
な
ど
の
届
出

・�

住
民
票
、
戸
籍
謄
抄
本
な
ど
の
証
明
書

の
交
付
申
請

・�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
と
交
付

な
ど

注
意

・�

旅
券
（
パ
ス
ポ
ー
ト
）
事
務
は
、
取
り

扱
い
ま
せ
ん
。

　

高
等
学
校
不
登
校
、
ニ
ー
ト
、
ひ
き
こ

も
り
な
ど
、
就
学
や
就
労
に
悩
む
若
者
を

家
族
と
し
て
ど
う
理
解
し
、
ど
う
支
え
る

か
を
一
緒
に
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

催
し
・
講
座
・
募
集

問��

・
申 

子
ど
も
・
若
者
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
７
８
８
・
１
９
５
１

わ
が
子
の
自
立
を
願
う
家
族
の
集
い

問�� 

市
民
課
　

☎
７
７
３
・
６
６
６
１

日
曜
窓
口
を
開
設
し
ま
す

問
・
申 

南
魚
沼
森
林
組
合

☎
７
８
３
・
３
３
４
９

　
　
　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
南
魚
沼

☎
７
７
２
・
３
１
５
７

森
林
組
合
職
員
・
森
林
技
術
員
募
集

問�
・
申 
子
ど
も
・
若
者
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

 

☎
７
８
８
・
１
９
５
１

若
者
支
援
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
開
催

問�

・
申 

子
ど
も
・
若
者
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

 

☎
７
８
８
・
１
９
５
１

臨
床
心
理
士
に
よ
る
「
こ
こ
ろ

の
相
談
会
」
～
秘
密
厳
守
～

く
ら
し
・
相
談
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催
し
・
講
座
・
募
集

く
ら
し
・
相
談

健
康
・
福
祉

子
育
て

ス
ポ
ー
ツ

図
書
館

文
化
施
設

掲
示
板

申
不
要
。
直
接
会
場
ま
で
。

　

自
己
の
土
地
や
家
屋
の
評
価
額
が
適
正

か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
に
、
市
内
の

他
の
土
地
や
家
屋
の
評
価
額
を
記
載
し
た

縦
覧
帳
簿
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

固
定
資
産
の
確
認
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

期
４
月
１
日
㈮
～
５
月
31
日
㈫

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

縦
覧
で
き
る
人

　

土
地
・
家
屋
の
固
定
資
産
税
の
納
税
者

か
そ
の
代
理
人

縦
覧
で
き
る
内
容

�

土
地　

所
在
地
番
、
地
目
、
地
積
、
価
格

家�

屋　

所
在
、
家
屋
番
号
、
種
類
、
構
造
、

床
面
積
、
価
格

縦
覧
・
閲
覧
場
所

　

税
務
課 

資
産
税
班
、
大
和
・
塩
沢
市

民
セ
ン
タ
ー

注
意

・�
所
有
者
の
氏
名
、
住
所
な
ど
の
記
載
は

あ
り
ま
せ
ん
。

・�
償
却
資
産
は
縦
覧
の
対
象
外
で
す
。

・�

縦
覧
に
は
、
運
転
免
許
証
（
代
理
人
の

場
合
は
委
任
状
も
必
要
）
な
ど
の
本
人

確
認
書
類
の
提
示
が
必
要
で
す
。

※�

所
有
す
る
固
定
資
産
に
つ
い
て
、
縦
覧

で
き
る
内
容
以
外
の
項
目
や
償
却
資
産

の
内
容
を
知
り
た
い
人
は
、
固
定
資
産

課
税
台
帳
（
名
寄
帳
）
の
閲
覧
を
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。
縦
覧
期
間
中
は
閲
覧

手
数
料
が
無
料
で
す

　

市
の
可
燃
ご
み
処
理
施
設
の
定
期
修
繕

工
事
を
行
う
た
め
、
次
の
休
業
日
は
可
燃

ご
み
の
直
接
搬
入
が
で
き
ま
せ
ん
。
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

休
業
日　

３
月
６
日
㈰

　

求
職
者
支
援
制
度
は
、
離
職
し
て
雇
用

保
険
を
受
給
で
き
な
い
人
や
収
入
が
一
定

以
下
の
在
職
者
な
ど
が
、
月
10
万
円
の
生

活
支
援
の
給
付
金
を
受
給
し
な
が
ら
、
無

料
の
職
業
訓
練
を
受
講
す
る
制
度
で
す
。

　

令
和
４
年
３
月
末
ま
で
は
、
特
例
措
置

を
設
け
て
制
度
を
利
用
し
や
す
く
し
て
い

ま
す
。

※�

制
度
の
利
用
や
要
件
な
ど
詳
し
く
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

ン
、
滞
納
家
賃
、
後
払
い
現
金
化
サ
ー

ビ
ス
な
ど
の
金
銭
の
請
求
を
受
け
て
い

る
人
、
裁
判
を
起
こ
さ
れ
た
人
な
ど

相
談
電
話
番
号

　

☎
０
２
５
・
２
４
０
・
７
９
７
４

　

�（
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
が
、
担
当
司
法
書
士

の
電
話
番
号
を
案
内
し
ま
す
）

相
談
例

・�

昔
の
借
金
の
請
求
が
来
た
け
ど
、
払
わ

な
け
れ
ば
い
け
な
い
か
？

・�

就
職
で
き
な
か
っ
た
。
奨
学
金
の
支
払

い
を
ど
う
し
よ
う

・�
給
与
が
下
が
っ
て
家
賃
を
滞
納
し
て
し

ま
っ
た 

な
ど

・�

家
庭
内
、
親
族
間
、
近
隣
間
の
も
め
ご

と
・
悩
み
ご
と
な
ど
、
毎
日
の
暮
ら
し

の
中
で
起
こ
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題

・�

い
じ
め
、
体
罰
、
女
性
差
別
、
外
国
人

差
別
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
差
別
問
題

日�

４
月
10
日
㈰　

午
後
１
時
～
４
時
（
受

付
：
午
後
３
時
ま
で
）

会�

塩
沢
庁
舎
２
階 

２
０
１
・
２
０
２
会
議

室
相
人
権
擁
護
委
員

・�

阿
部
正
廣
〔
島
新
田
〕

・�

三
井
厚
子
〔
舞
子
〕

　

マ
ル
チ
商
法
や
資
格
商
法
に
よ
る
消
費

者
ト
ラ
ブ
ル
、
多
重
債
務
、
不
動
産
、
相

続
、
離
婚
な
ど
の
法
律
問
題
に
、
弁
護
士

が
無
料
で
相
談
に
応
じ
ま
す
。

日
３
月
17
日
㈭

　

午
後
１
時
30
分
～
４
時

会
塩
沢
市
民
セ
ン
タ
ー

定
５
人
（
１
人
約
30
分
）

申�

電
話
で
ご
予
約
く
だ
さ
い
（
受
付
：
午

前
９
時
～
午
後
４
時
）

〆
３
月
16
日
㈬　

正
午

※�

弁
護
士
と
の
相
談
時
間
を
有
効
に
使
え

る
よ
う
、
申
し
込
み
時
に
相
談
員
が
概

要
を
伺
い
ま
す
。
内
容
に
よ
っ
て
は
、

お
受
け
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す

　

新
潟
県
司
法
書
士
会
で
は
、３
月
を「
借

金
・
滞
納
、
そ
の
請
求
に
困
っ
た
ら
司
法

書
士
へ
」
と
し
て
、
無
料
電
話
相
談
を
行

い
ま
す
。

期
３
月
１
日
㈫
～
31
日
㈭

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

時
午
前
10
時
～
正
午
、
午
後
１
時
～
４
時

対�

借
金
や
奨
学
金
、
銀
行
カ
ー
ド
ロ
ー

問��
・
申 
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

☎
７
７
２
・
２
５
４
１

弁
護
士
に
よ
る
無
料
法
律
相
談 

問�� 

税
務
課 

資
産
税
班

☎
７
７
３
・
６
６
６
８

固
定
資
産
税
の
縦
覧
を
開
始
し
ま
す

問�� 

廃
棄
物
対
策
課☎

７
８
２
・
０
３
３
９

可
燃
ご
み
処
理
施
設
を
臨
時
休
業
し
ま
す

問�� 

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
南
魚
沼

☎
７
７
２
・
３
１
５
７

求
職
者
支
援
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

問��

・
申 

新
潟
県
司
法
書
士
会

☎
０
２
５
・
２
４
４
・
５
１
２
１

司
法
書
士
会
の
無
料
相
談
月
間

問 

法
務
局 

南
魚
沼
支
局

☎
７
７
２
・
２
１
６
４

人
権
な
ん
で
も
相
談
所

～
相
談
無
料
・
秘
密
厳
守
～
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〆
４
月
28
日
㈭

受�

付
窓
口　

福
祉
課 

障
が
い
福
祉
係
、

大
和
・
塩
沢
市
民
セ
ン
タ
ー

　

障
が
い
者
タ
ク
シ
ー
利
用
券
が
必
要
な

人
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

対�

市
内
に
住
所
が
あ
り
、
自
動
車
の
運
転

が
で
き
な
い
障
が
い
者
で
、
次
の
手
帳

を
持
つ
人
（
児
童
を
含
む
）

・�

身
体
障
害
者
手
帳
（
１
～
４
級
）

・�

療
育
手
帳

・�

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

申�

請
に
必
要
な
も
の　

前
記
の
手
帳
（
重

複
し
て
持
つ
人
は
、
す
べ
て
の
手
帳
）

※�

交
付
に
は
、
手
帳
に
証
明
印
を
押
す
必

要
が
あ
り
ま
す

受
付　

３
月
１
日
㈫
～

交
付
枚
数　

１
人
30
枚
（
年
間
）

※
施
設
入
所
者
は
15
枚

利�

用
方
法　

タ
ク
シ
ー
利
用
券
裏
面
に
記

載
の
タ
ク
シ
ー
会
社
で
、
１
回
の
乗
車

に
つ
き
、
料
金
総
額
の
範
囲
内
で
６
枚

（
１
枚
５
０
０
円
）
ま
で
利
用
可
。
手

帳
を
提
示
し
て
ご
乗
車
く
だ
さ
い
。

受�

付
窓
口　

福
祉
課 

障
が
い
福
祉
係
、

大
和
・
塩
沢
市
民
セ
ン
タ
ー

　

人
工
透
析
な
ど
を
受
け
て
い
る
人
に
、

通
院
交
通
費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

対
（
次
の
す
べ
て
に
該
当
）

・�

腎
臓
機
能
障
が
い
な
ど
に
よ
り
、
身
体

障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る

・�

人
工
透
析
な
ど
で
、
毎
週
定
期
的
に
自

家
用
自
動
車
な
ど
で
通
院
を
し
て
い
る

・�

市
内
に
住
所
が
あ
る

・�

障
が
い
者
タ
ク
シ
ー
利
用
券
の
交
付
を

受
け
て
い
な
い

助�

成
内
容　

自
宅
や
勤
務
先
な
ど
か
ら
医

療
機
関
ま
で
の
片
道
距
離
に
よ
り
、
次

の
額
を
支
給

・�

２
㎞
～
５
㎞
未
満月

額　

１
，５
０
０
円

・�

５
㎞
～
10
㎞
未
満月

額　

２
，０
０
０
円

・�

10
㎞
以
上

月
額　

２
，５
０
０
円

申�

請
に
必
要
な
も
の

　

身
体
障
害
者
手
帳
、
診
断
書
か
１
か
月

分
の
人
工
透
析
な
ど
の
通
院
が
確
認
で
き

る
医
療
費
の
領
収
書
、
振
込
先
が
わ
か
る

通
帳
な
ど

午前：月曜～土曜　 〈受付〉 8：00～11：00　〈診療〉 9：00～
午後：火曜　　　 　〈受付〉 12：30～15：30　〈診療〉 14：00～
　　　水曜　　　 　〈受付〉 12：30～15：00　〈診療〉 13：30～

３月の城内診療所 診療担当医師（予定表）
受付・診療時間

◎来院時はマスクの着用をお願いします。 【問合せ】  城内診療所　☎ 775･2009

催
し
・
講
座
・
募
集

く
ら
し
・
相
談

健
康
・
福
祉

子
育
て

ス
ポ
ー
ツ

図
書
館

文
化
施
設

掲
示
板

健
康
・
福
祉

問� 

福
祉
課 
障
が
い
福
祉
係
　

☎
７
７
３
・
６
６
６
７

Ｆ
７
７
３
・
６
７
２
３

人
工
透
析
者
な
ど
の
通
院
費
を
助
成

問� 

福
祉
課 

障
が
い
福
祉
係
　

☎
７
７
３
・
６
６
６
７

Ｆ
７
７
３
・
６
７
２
３

令
和
４
年
度
障
が
い
者
タ
ク
シ
ー

利
用
券
の
交
付
開
始

月 火 水 木 金 土 日

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 休診日

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日

田　中 髙　橋 髙橋 ※ 髙橋 ※ 休  診 休  診

７日 ８日 ９日 10 日 11 日 12 日 13 日

髙橋 ※ 田　中 松　田 髙橋 ※ 髙橋 ※ 福本 休診 休  診

14 日 15 日 16 日 17 日 18 日 19 日 20 日

髙橋 ※ 田　中 髙　橋 髙橋 ※ 髙橋 ※ 休　診 休  診

21 日 22 日 23 日 24 日 25 日 26 日 27 日

休　診 田　中 松　田 髙橋 ※ 髙橋 ※ 髙橋 休診 休  診

28 日 29 日 30 日 31 日
◎自宅まで無料で送迎します（午前のみ） 
　電話か窓口でお申し込みください休　診 田　中 髙　橋 髙橋 ※

※月・木・金曜日の午後は新型コロナワクチン追加接種のため一般診療は休診します。ご注意ください

市報 みなみ魚沼　令和4年3月1日発行　18



18
．５
ｇ
、
脂
質
19
．３
ｇ
、
カ
ル
シ
ウ
ム

２
３
８
㎎
、
食
塩
相
当
量
０
．
９
ｇ

子
育
て
・
教
育

　

市
内
に
住
所
が
あ
り
、
経
済
的
に
困
っ

て
い
る
小
・
中
学
生
の
保
護
者
に
、
学
用

品
費
や
給
食
費
な
ど
を
一
部
助
成
し
ま

す
。（
所
得
制
限
あ
り
）

案
内
・
申
請
書
の
配
布
場
所

　

在
籍
す
る
学
校
・
各
庁
舎
（
市
内
の
学

校
で
は
、４
月
以
降
に
案
内
を
配
布
し
ま
す
）

提�

出
先　

学
校
教
育
課
か
在
籍
す
る
学
校

　
（
郵
送
可
）

申
請
受
付
期
間

　

４
月
１
日
㈮
～
28
日
㈭

※�

５
月
以
降
は
、
令
和
５
年
２
月
28
日
㈫

ま
で
受
け
付
け
ま
す
（
申
請
し
た
月
に

よ
っ
て
、
援
助
対
象
費
・
金
額
が
異
な

り
ま
す
）

注
意
事
項

・�

令
和
３
年
度
に
就
学
援
助
を
受
け
て
い

た
場
合
で
も
、
新
た
に
申
請
が
必
要
で

す
。

・�

同
居
す
る
世
帯
全
員
の
市
・
県
民
税
の

申
告
を
済
ま
せ
て
か
ら
、
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

　

ス
ポ
ー
ツ
振
興
く
じ
助
成
は
、
ス
ポ
ー

ツ
く
じ
（
ｔ
ｏ
ｔ
ｏ
・
Ｂ
Ｉ
Ｇ
）
の
販
売

に
よ
り
得
ら
れ
る
資
金
を
も
と
に
地
方
公

共
団
体
や
ス
ポ
ー
ツ
団
体
が
行
う
、
さ
ま

ざ
ま
な
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
を
目
的
と
す
る

事
業
に
助
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

市
で
は
、
ス
ポ
ー
ツ
振
興
く
じ
助
成
金

を
活
用
し
て
、
計
画
的
に
ス
ポ
ー
ツ
施
設

の
整
備
や
改
修
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

令
和
３
年
度
は
、
大
原
運
動
公
園
テ
ニ

ス
コ
ー
ト
20
面
の
う
ち
、
８
面
の
人
工
芝

張
替
工
事
を
実
施
し
ま
し
た
。

助
成
額　

２
，４
０
０
万
円

　
（
総
事
業
費
７
，８
４
６
万
円
）

サ
バ
缶
の
オ
ム
レ
ツ

材
料
（
４
人
分
）

　

�

卵
４
個
、
サ
バ
水
煮
缶
１
缶
、
キ
ャ
ベ

ツ
２
０
０
ｇ
、
ピ
ザ
用
チ
ー
ズ
30
ｇ
、

ス
キ
ム
ミ
ル
ク
大
さ
じ
２
、塩
・
こ
し
ょ

う
少
々
、
油
大
さ
じ
１

ア
イ
オ
リ
ソ
ー
ス

　

�

プ
レ
ー
ン
ヨ
ー
グ
ル
ト
大
さ
じ
２
、
マ

ヨ
ネ
ー
ズ
大
さ
じ
２
、
お
ろ
し
に
ん
に

く
少
々

作
り
方

①�

キ
ャ
ベ
ツ
は
１
㎝
角
に
切
り
、
サ
バ
缶

は
ほ
ぐ
す
。

②�

卵
、キ
ャ
ベ
ツ
、サ
バ
缶
、ピ
ザ
用
チ
ー

ズ
、
ス
キ
ム
ミ
ル
ク
、
塩
・
こ
し
ょ
う

を
混
ぜ
る
。

③�

フ
ラ
イ
パ
ン
で
油
を
熱
し
、
②
を
流
し

入
れ
、
混
ぜ
な
が
ら
半
熟
ま
で
火
を
通

し
、
ふ
た
を
し
て
弱
火
で
３
分
、
上
下

を
返
し
て
、
ふ
た
を
し
て
弱
火
で
３
分

焼
き
、
火
を
止
め
て
２
分
蒸
ら
す
。

④�

ア
イ
オ
リ
ソ
ー
ス
の
材
料
を
よ
く
混
ぜ

て
お
く
。

⑤�

盛
り
付
け
、
ア
イ
オ
リ
ソ
ー
ス
を
か
け

る
。

１
人
分
の
栄
養
価
　

　

エ
ネ
ル
ギ
ー
２
７
５
㎉
、
た
ん
ぱ
く
質

・�

令
和
４
年
１
月
１
日
現
在
で
、
市
内
に

住
所
登
録
が
な
い
保
護
者
・
同
居
世
帯

員
は
、
令
和
３
年
分
の
所
得
課
税
証
明

書
（
６
月
ご
ろ
に
発
行
）
を
前
住
所
地

か
ら
取
り
寄
せ
て
、
後
日
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

　

４
月
か
ら
小
学
生
に
な
る
子
ど
も
を
対

象
に
、
４
月
１
日
か
ら
使
用
で
き
る
子
ど

も
医
療
費
受
給
者
証
を
、
３
月
下
旬
に
郵

送
し
ま
す
。

　

新
し
い
受
給
者
証
の
色
は
水
色
で
す
。

医
療
機
関
で
は
一
部
負
担
金
を
支
払
っ
て

く
だ
さ
い

　

就
学
前
は
、
医
療
費
が
無
料
で
す
が
、

小
学
生
か
ら
は
一
部
自
己
負
担
と
な
り
ま

す
。
次
の
一
部
負
担
金
を
、
医
療
機
関
に

支
払
っ
て
く
だ
さ
い
。

・�

外
来　

１
回
に
つ
き
、
５
３
０
円

・�

入
院　

１
日
に
つ
き
、
１
，２
０
０
円

有
効
期
間
は
18
歳
の
年
度
末
ま
で

　

小
学
生
以
上
の
子
ど
も
の
受
給
者
証
の

有
効
期
間
は
、
18
歳
到
達
年
度
の
末
日
ま

で
で
す
。
長
い
期
間
使
用
し
ま
す
の
で
、

大
切
に
お
取
り
扱
い
く
だ
さ
い
。

※�

保
険
証
や
住
所
が
変
わ
っ
た
と
き
や
、

受
給
者
証
を
紛
失
し
た
と
き
は
、
子
育

て
支
援
課
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い

子
育
て
・
教
育

催
し
・
講
座
・
募
集

く
ら
し
・
相
談

健
康
・
福
祉

子
育
て

ス
ポ
ー
ツ

図
書
館

文
化
施
設

掲
示
板

問�� 

子
育
て
支
援
課 

子
育
て
応
援
係

☎
７
７
３
・
６
８
２
２

子
ど
も
医
療
費
受
給
者
証
を
送
付
し
ま
す

問��

・
申 

学
校
教
育
課
　

☎
７
７
３
・
６
７
０
０

令
和
４
年
度
就
学
援
助
の
申
請
受
付

ス
ポ
ー
ツ

問 

生
涯
ス
ポ
ー
ツ
課

☎
７
７
３
・
６
６
３
０

ス
ポ
ー
ツ
振
興
く
じ
助
成
金
で

ス
ポ
ー
ツ
施
設
を
整
備

問�� 

保
健
課

☎
７
７
３
・
６
８
１
１

毎
月
19
日
は
食
育
の
日

～
食
推
さ
ん
の
レ
シ
ピ
紹
介
～

大原運動公園テニスコート
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